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平成 24 年８月 14 日 

各   位 

会 社 名 : 株 式 会 社 ツ ク イ

代 表 者 名 : 代表取締役社長  津 久 井  宏

（コード番号:2398 東証第一部） 

問 合 せ 先 : 取締役執行役員 

管理推進本部長  村 松 淳 子

電 話 番 号 : 045-842-4115 

 

 

新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ 
 

 平成 24 年８月 14 日開催の当社取締役会において、新株式発行及び当社株式の売出しに関し、下記の

とおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

【本資金調達の目的】 

 

 わが国の総人口は減少基調に入っており、平成37年（2025年）には人口の10人に３人が、更には平成

62年（2050年）には10人に４人が高齢者という超高齢社会を迎える見込みです。また、65歳以上の高齢

者人口は平成17年（2005年）に2,567万人になりましたが、平成37年（2025年）には1,000万人以上増加

し3,657万人になると予想されております（出所 国立社会保障・人口問題研究所）。加えて、高齢者数

の急速な増加に伴い、高齢者夫婦のみの世帯や独居世帯、認知症高齢者も急速に増加する見通しであり、

介護を必要とする人がますます増加することが予測されており、介護サービスに対する需要も増加する

ことが見込まれます。 

 当社は昭和58年（1983年）３月に介護事業に参入以来、地域に根ざした質の高い介護サービスを提供

することを念頭に、「総合福祉ツクイ」の名前を着実に浸透させてまいりました。また、平成12年（2000

年）の介護保険制度施行後から事業拠点の展開を加速し、「福祉に・ずっと・まっすぐ」のスローガン

の下で営業基盤を全国に拡充してまいりました。 

 介護業界におきましては、改正介護保険法が平成24年４月１日に施行されました。今回の法改正では、

団塊の世代が後期高齢者となる平成37年（2025年）を見据え、国が推進する地域包括ケアシステムの実

現を目指して、定期巡回・随時対応型サービスや複合型サービスが新たに創設されました。在宅におい

て中重度の要介護者や医療依存度の高い要介護者を支える仕組みが盛り込まれており、介護業界は新た

な時代の幕開けを迎えようとしております。 

 当社は高齢社会における介護事業者としての使命と業界大手としての社会的な責任を果たしながら、

長期にわたる持続的な成長を目指す経営を行っており、主力事業である在宅介護事業に加えて、広くお

客様のニーズに応えるため、有料老人ホーム事業、人材開発事業を展開しております。 

 今回の公募増資は、住み慣れた在宅での生活を支える介護サービスの中でも費用負担が比較的少なく、

ご利用者・ご家族のニーズが高い通所介護（デイサービス）や、施設介護が必要とされる方々が終の住

み家として安心して暮らしていただける介護付有料老人ホームの拠点を拡充していくための設備投資

資金を確保するためのものであり、これらの事業拠点の拡充により当社の中長期的な成長及び収益体質

の強化を図ってまいります。 
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記 

 

１．公募による新株式発行（一般募集） 

(１) 募 集 株 式 の 

種 類 及 び 数 

 当社普通株式 2,650,000 株 

(２) 払 込 金 額 の 

決 定 方 法 

 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25 条に規

定される方式により、平成 24 年８月 22 日(水)から平成 24 年８月 28 日

(火)までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）に

決定する。 

(３) 増加する資本金及び

資 本 準 備 金 の 額 

 増加する資本金の額は、会社計算規則第 14 条第１項に従い算出される

資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数

が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資

本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた

額とする。 

(４) 募 集 方 法  一般募集とし、野村證券株式会社を主幹事会社とする引受団（以下「引

受人」と総称する。）に全株式を買取引受けさせる。なお、一般募集に

おける発行価格（募集価格）は、日本証券業協会の定める有価証券の引

受け等に関する規則第 25 条に規定される方式により、発行価格等決定

日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値

（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に 0.90～

1.00 を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件として、需要状況を

勘案した上で決定する。 

(５) 引 受 人 の 対 価  引受手数料は支払わず、これに代わるものとして一般募集における発行

価格（募集価格）と引受人より当社に払込まれる金額である払込金額と

の差額の総額を引受人の手取金とする。 

(６) 申 込 期 間  発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の２営業日後の日

まで。 

(７) 払 込 期 日  平成 24 年８月 29 日(水)から平成 24 年９月４日(火)までの間のいずれ

かの日。ただし、発行価格等決定日の５営業日後の日とする。 

(８) 申 込 株 数 単 位  100 株 

(９) 払込金額、増加する資本金及び資本準備金の額、その他本新株式発行に必要な一切の事項の決

定については、代表取締役社長 津久井宏に一任する。 

(10) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 

２．株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）（後記＜ご参考＞１．を参照のこと。） 

(１) 売 出 株 式 の 

種 類 及 び 数 

 当社普通株式 350,000 株 

なお、株式数は上限を示したものである。需要状況により減少し、又は

本売出しそのものが全く行われない場合がある。売出株式数は、需要状

況を勘案した上で、発行価格等決定日に決定される。 

(２) 売 出 人  野村證券株式会社 

(３) 売 出 価 格  未定（発行価格等決定日に決定する。なお、売出価格は一般募集におけ

る発行価格（募集価格）と同一とする。） 

(４) 売 出 方 法  一般募集の需要状況を勘案した上で、野村證券株式会社が当社株主から

350,000 株を上限として借入れる当社普通株式の売出しを行う。 

(５) 申 込 期 間  一般募集における申込期間と同一とする。 

(６) 受 渡 期 日  一般募集における払込期日の翌営業日とする。 

(７) 申 込 株 数 単 位  100 株 
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(８) 売出価格、その他本売出しに必要な一切の事項の決定については、代表取締役社長 津久井宏

に一任する。 

(９) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

    

３．第三者割当による新株式発行（後記＜ご参考＞１．を参照のこと。） 

(１) 募 集 株 式 の 

種 類 及 び 数 

 当社普通株式 350,000 株 

(２) 払 込 金 額 の 

決 定 方 法 

 発行価格等決定日に決定する。なお、払込金額は一般募集における払込

金額と同一とする。 

(３) 増加する資本金及び

資 本 準 備 金 の 額 

 増加する資本金の額は、会社計算規則第 14 条第１項に従い算出される資

本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が

生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本

準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額

とする。 

(４) 割 当 先  野村證券株式会社 

(５) 申込期間(申込期日)  平成 24 年９月 18 日(火)  

(６) 払 込 期 日  平成 24 年９月 19 日(水) 

(７) 申 込 株 数 単 位  100 株 

(８) 上記(５)に記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない株式については、発行を打切るも

のとする。 

(９) 払込金額、増加する資本金及び資本準備金の額、その他本第三者割当による新株式発行に必要

な一切の事項の決定については、代表取締役社長 津久井宏に一任する。 

(10) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 

＜ご参考＞ 

１．オーバーアロットメントによる売出し等について 

 前記「２．株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のオーバーアロットメ

ントによる売出しは、前記「１．公募による新株式発行（一般募集）」に記載の一般募集にあたり、

その需要状況を勘案した上で、一般募集の主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から

350,000 株を上限として借入れる当社普通株式の売出しです。オーバーアロットメントによる売出

しの売出株式数は、350,000株を予定しておりますが、当該売出株式数は上限の売出株式数であり、

需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合

があります。 

 なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が上記当社株主から

借入れた株式（以下「借入れ株式」という。）の返却に必要な株式を取得させるために、当社は平

成 24 年８月 14 日(火)開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式

350,000 株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を、平成 24 年９月 19 日(水)

を払込期日として行うことを決議しております。 

 また、野村證券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終

了する日の翌日から平成 24 年９月 11 日(火)までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」とい

う。）、借入れ株式の返却を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメン

トによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取

引」という。）を行う場合があります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得し

た全ての当社普通株式は、借入れ株式の返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間

内において、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロ

ットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる

場合があります。 
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 更に、野村證券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操

作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により取得した当社普通株式の全部又は一部を借入

れ株式の返却に充当することがあります。 

 オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー

取引によって取得し借入れ株式の返却に充当する株式数を減じた株式数（以下「取得予定株式数」

という。）について、野村證券株式会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じ、当社普通株式

を取得する予定であります。そのため本件第三者割当増資における発行株式数の全部又は一部につ

き申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行株式数がそ

の限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。 

野村證券株式会社が本件第三者割当増資に係る割当てに応じる場合には、野村證券株式会社はオ

ーバーアロットメントによる売出しにより得た資金をもとに取得予定株式数に対する払込みを行

います。 

 

２．今回の公募増資及び第三者割当増資による発行済株式総数の推移 

現在の発行済株式総数 15,116,000 株  

公募増資による増加株式数 2,650,000 株  

公募増資後の発行済株式総数 17,766,000 株  

第三者割当増資による増加株式数 350,000 株 （注） 

第三者割当増資後の発行済株式総数 18,116,000 株 （注） 

（注）前記「３．第三者割当による新株式発行」の発行新株式数の全株に対し野村證券株式会社から申

込みがあり、発行がなされた場合の数字です。 

 

３．調達資金の使途 

(１) 今回の調達資金の使途 

 

今回の公募増資及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 4,061,700,000 円については、

2,932 百万円を平成 27 年３月末までに当社が建設を進めているデイサービスセンター及び有料

老人ホームの建設協力金、敷金及び保証金並びに建物取得資金に充当し、残額が生じた場合に

は、平成 25 年３月末までに返済期日が到来する借入金の返済に充当する予定であります。 

なお、当社の設備計画は、平成 24 年８月 14 日現在、以下のとおりとなっており、投資予定

金額の合計額のうち、ファイナンス・リースを通じたリース資産への投資予定額を除いた金額

が、建設協力金、敷金及び保証金並びに建物取得資金に係る投資予定額となります。 

セグメント 
の名称 

事業所名 所在地 設備の内容

投資予定金額 
(千円) 資金調達 

方法 

着手及び 
完了予定年月 完成後の

増加能力
総額 既支払額 着手 完了 

在宅 
介護事業 

北海道地方 
北海道釧路
市他 

事業所新設 520,504 ―
フ ァ イ ナ ン
ス・リース及
び増資資金 

平成 24 年 
８月 

平成 27 年
３月 

― 釧路市デイサ
ービス他４事
業所 

東北地方 

宮城県仙台
市 

事業所新設 102,728 7,500

フ ァ イ ナ ン
ス・リース、
増資資金、借
入金及び自己
資金 

平成 24 年 
６月 

平成 24 年
11 月 

― 仙台八乙女デ
イサービス 

東北地方 

岩手県盛岡
市他 

事業所新設 936,907 7,500

フ ァ イ ナ ン
ス・リース、
増資資金、借
入金及び自己
資金 

平成 24 年 
８月 

平成 27 年
３月 

― 
 

盛岡津志田デ
イサービス他
８事業所 
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在宅 
介護事業 

関東地方 

栃木県宇都
宮市 

事業所新設  102,728 7,500

フ ァ イ ナ ン
ス・リース、
増資資金、借
入金及び自己
資金 

平成 24 年 
６月 

平成 24 年
11 月 

― 宇都宮いちり
デイサービス 

関東地方 

東京都世田
谷区 

事業所新設 103,904 7,500

フ ァ イ ナ ン
ス・リース、
増資資金、借
入金及び自己
資金 

平成 24 年 
７月 

平成 24 年
11 月 

― 世田谷宇奈根
デイサービス 

関東地方 

東京都小平
市他 

事業所新設 2,707,280 7,500

フ ァ イ ナ ン
ス・リース、
増資資金、借
入金及び自己
資金 

平成 24 年 
６月 

平成 27 年
３月 

― 小平仲町デイ
サービス他25
事業所 

中部地方 

静岡県浜松
市 

事業所新設 104,100 7,500

フ ァ イ ナ ン
ス・リース、
増資資金、借
入金及び自己
資金 

平成 24 年 
７月 

平成 24 年
11 月 

― 浜松市西区デ
イサービス 

中部地方 

石川県小松
市他 

事業所新設 1,770,372 7,500

フ ァ イ ナ ン
ス・リース、
増資資金、借
入金及び自己
資金 

平成 24 年 
７月 

平成 27 年
３月 

― 小松大領中デ
イサービス他
16 事業所 

近畿地方 
兵庫県神戸
市他 

事業所新設 1,353,310 ―
フ ァ イ ナ ン
ス・リース及
び増資資金 

平成 24 年 
９月 

平成 27 年
３月 

― 神戸市北区デ
イサービス他
12 事業所 

四国地方 
高知県高知
市他 

事業所新設 208,201 ―
フ ァ イ ナ ン
ス・リース及
び増資資金 

平成 25 年 
11 月 

平成 27 年
３月 

― 高知市デイサ
ービス他１事
業所 

中国地方 

岡山県岡山
市 

事業所新設 102,728 7,500

フ ァ イ ナ ン
ス・リース、
増資資金、借
入金及び自己
資金 

平成 24 年 
７月 

平成 24 年
11 月 

― 岡山御南デイ
サービス 

中国地方 

広島県広島
市他 

事業所新設 624,604 7,500

フ ァ イ ナ ン
ス・リース、
増資資金、借
入金及び自己
資金 

平成 24 年 
10 月 

平成 27 年
３月 

― 広島市デイサ
ービス他５事
業所 

九州・沖縄地方
沖縄県豊見
城市他 

事業所新設 520,504 ―
フ ァ イ ナ ン
ス・リース及
び増資資金 

平成 24 年 
10 月 

平成 27 年
３月 

― 豊見城市デイ
サービス他４
事業所 

有料老人
ホーム事業 

関東地方 
東京都町田
市 

事業所新設 2,121,644 ―
フ ァ イ ナ ン
ス・リース及
び増資資金 

平成 21 年 
12 月 

平成 24 年
10 月 

180 室ツクイ・サン
シャイン町田
東館 

関東地方 
神奈川県横
浜市 

事業所新設 1,576,000 78,787
増資資金、借
入金及び自己
資金 

平成 24 年 
４月 

平成 26 年
３月 

98 室ツクイ・サン
シャイン日ノ
出町 

合計 12,855,517 146,287        

（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。 
   ２．当社の事業所については賃借を原則としており、投資予定額は敷金及び保証金 182,988 千円、長期貸付金

（建設協力金）1,320,000 千円、リース資産 9,776,529 千円及び建物 1,576,000 千円であります。 

   ３．当社の事業所については賃借を原則としており、既支払額は長期貸付金（建設協力金）67,500 千円及び建

物 78,787 千円であります。 

   ４．完成後の増加能力につきましては、デイサービスは最大可能収容人員数と認可上定員数の間に差異があり、

増加能力の算定が困難であるため記載しておりません。 



ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作
成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項
分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 
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(２) 前回調達資金の使途の変更 

 該当事項はありません。 

(３) 業績に与える影響 

 

調達資金は、新規出店のための設備資金への充当を計画しており、利用者ニーズが高いデイ

サービスセンターの建設を進めてまいります。また、これまでの在宅介護の経験に裏づけされ

た設計により、介護される方々の住空間に対するニーズを反映させた介護付有料老人ホームの

建設を進めてまいります。以上の拠点拡充により当社の長期的な事業基盤の拡充に資するもの

と考えております。 

 

４．株主への利益配分等 

(１) 利益配分に関する基本方針 

 当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を考慮しつつ、安定した

配当を継続していくことを基本方針としております。 

(２) 配当決定にあたっての考え方 

 上記方針に基づき、業績及び今後の事業展開などを総合的に勘案して決定いたします。毎事

業年度における配当の回数につきましては、株主への利益還元の機会を充実させるため、中間

配当及び期末配当の年２回を行なうことを基本方針といたします。 

(３) 内部留保資金の使途 

 内部留保資金については、今後も拡大が見込まれる介護保険市場において、中長期的な視点

に立ち、将来の成長戦略に必要な設備投資に充当してまいります。 

(４) 過去３決算期間の配当状況等 

 平成 22 年３月期 平成 23 年３月期 平成 24 年３月期 

１株当たり当期純利益 72.41 円 91.19 円  145.67 円

１株当たり年間配当金 

（内１株当たり中間配当金） 

15.00 円 

(10.00 円)

10.00 円  

(5.00 円) 

15.00 円

(7.50 円)

実績配当性向 13.8％ 11.0％  10.3％

自己資本当期純利益率 27.0％ 27.3％  30.8％

純資産配当率 3.7％ 2.8％  3.2％
 

（注）１．実績配当性向は、１株当たり年間配当金を１株当たり当期純利益で除した数値です。
２．自己資本当期純利益率は、当期純利益を自己資本（純資産合計から新株予約権と少数

株主持分を控除した額で期首と期末の平均）で除した数値です。 
３．純資産配当率は、１株当たりの年間配当金総額を１株当たり純資産（期首と期末の平

均）で除した数値です。 
４．平成 21 年 10 月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。 

 

５．その他 

(１) 配分先の指定 

 該当事項はありません。 

(２) 潜在株式による希薄化情報 

 該当事項はありません。 
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(３) 過去のエクイティ・ファイナンスの状況等 

 ①過去３年間に行われたエクイティ･ファイナンスの状況 

 

年月日 増資額 増資後資本金 増資後資本準備金 

平成 22 年４月 21 日 
一般募集 

947,700 千円 
1,288,475 千円 1,307,675 千円 

平成 22 年５月 18 日 
第三者割当増資 

142,155 千円 
1,359,552 千円 1,378,752 千円 

 

 

②過去３決算期間及び直前の株価等の推移 

 平成 22 年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期

始 値 
1,150 円 

□763 円 
530 円 521 円 1,018 円 

高 値 
1,661 円 

□789 円 
609 円 1,183 円 1,548 円 

安 値 
953 円 

□492 円 
380 円 520 円 889 円 

終 値 
1,556 円 

□527 円 
521 円 1,016 円 1,527 円 

株価収益率 7.3 倍 5.7 倍 7.0 倍 － 

（注）１．平成 22 年３月期の株価の□印は、平成 21 年 10 月１日付株式分割による権利落後の株価
です。 

２．株価は平成 22 年３月 31 日まではジャスダック証券取引所、平成 22 年４月１日から平成
23 年３月 22 日までは大阪証券取引所、平成 24 年３月 23 日以降は東京証券取引所にお
けるものであります。 

３．平成 25 年３月期の株価については、平成 24 年８月 13 日(月)現在で表示しています。
４．株価収益率は決算期末の株価（終値）を当該決算期の１株当たり当期純利益で除した数

値です。 

 

③過去５年間に行われた第三者割当増資等における割当先の保有方針の変更等 

該当事項はありません。 

(４) ロックアップについて 

 

一般募集に関連して、当社株主である株式会社津久井企画、津久井督六及び津久井宏は野村

證券株式会社に対し、発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して 90 日目の

日に終了する期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、野村證券株式会社の事前の書面

による同意なしには、原則として当社株式の売却等を行わない旨合意しております。 

また、当社は野村證券株式会社に対し、ロックアップ期間中、野村證券株式会社の事前の書

面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換もしくは交換される有価証券の発行

又は当社株式を取得もしくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、一般募集、

本件第三者割当増資及び株式分割による新株式発行等を除く。）を行わない旨合意しておりま

す。 

 上記のいずれの場合においても、野村證券株式会社はロックアップ期間中であってもその裁

量で当該合意の内容を一部もしくは全部につき解除できる権限を有しております。 

以  上 


